
f 
J 

本
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島
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論

聞

書

取

商
書
周
香
川
一
一
M

政
治
経
済
思
印
刷
叫
-
-
一
一
民
高
士

公
律
上
の
兎
税
・
・
・
・
目
法
風
下
博
士

運
賃
論
U
T
M繋
舶
同
盟
申
」
海
運
同
盟
・
-
法
弔
士

向
殺
統
計
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
法
学
博
仁

祖

凪

首

相

川

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
間
の
海
運
・
・
・
純
情
問
中
士

山
伽
民
労
働
償
制
法
則
の
安
常
性

u-m端
山
県
上

雌

棺

錦

融

叩

近
世
農
村
の
性
質
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
襲
首
士

祉
曾
統
計
て
ふ
名
目
の
一
意
義
-
-
-
-
仲
間
一
定
f

士

手
形
交
換
地
ν

白
羽
一
一
里
昂
の
ペ
イ
!
?
ン
・
冊
開
隣
地
中
士

物
債
の
艶
動
ご
従
量
税
・
・
・
・
・
・
固
法
早
士

斗鴻

A
俗

r

漁
業
共

l

抽
設
塊
帥
此
川
・
漁
業
用
附
柑
泊
費
担
制
故
手
内
・
職
業
制
介
怯
施
行
令
中
山
改
正
・
制
点
州
の
生
成

に
係
る
幅
品
目
愉
入
枯
山
梨
除
に
胤
ナ
る
訟
作
・
間
有
林
出
火
肋
組
合
却
担
・
刊
A
M
部
和
金
を
叫
佃
貯
金
に
振
替

の
件

財小凧11岡

部品戸島
日
!とヨ

静 大 正 錦
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本

庄

築

治
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H
川

町

山

叩

晴

伊

ム

口

I
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J
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主

阿
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小
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一
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郎
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リ手-
J オ形
ン交
の換-Z
A 制章、

イ度 E
1の宮
..， n二先

シ騒 lF
~ -i 
し i7

て it
のの

雑

n 

小

川

踊

太

郎

今
日
存
在
す
る
手
形
交
換
所
の
中
に
於
て
、
共
設
立

の
最
も
古
い
も
の
は
、
通
常
、
倫
敦
の
手
形
交
換
所
で

あ
る
ぜ
締
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
其
確
か
な
る
設
立
年
代

は
明
か
で
な
〈
、
威
川
川
千
七
百
五
十
年
よ

h
同
七
十
年

迄
の
聞
で
あ
る
正
、
叶
或
は
千
七
百
七
十
五
年
で
あ
る

ご
も
い
ふ
て
ゐ
る
田
叉
、
エ
ヂ
ン
バ
ラ
の
手
形
交
換
所

は
千
七
百
六
十
年
の
設
立
で
め
る
正
い
ふ
者
も
ゐ
る
出

、
撚
ら
ば
是
等
の
手
形
交
換
所
に
於
り
る
中

Tr交
官
一
り

制
度
そ
の
も
の
、
起
狐
は
何
世
田
じ
あ
っ
た
の
で
あ
る

か
o

こ
れ
に
就

τは
、
港
〈
古
代
ロ
!
?
の
商
法
に
於

け
る
パ

8
6
a留
号
の
源
理
よ
り
描
酒
造
じ
た
も
の
で
あ

る
ご
い
ふ
者
も
あ
る
が
吐
然
し
前
記
の
倫
敦
及
且
ヂ

Y

J

ラ
の
手
形
交
換
所
の
交
換
制
度
の
直
接
の
手
本
さ
な

っ
た
も
の
は
、
事
ろ
仰
鴎
nzJ
オ
Y

の
市
(
可
。
四
月
)
に
於
け

第
二
十
一
魯

へ
第
二
班
一
三
四
)

三
入
二

る
制
度
で
あ
ら
う
古
稀
す
る
ち
の
が
多
い
。
そ
し
て
其

ヲ
オ

V

の
市
に
於
り
る
制
度
が
康
〈
知
ら
れ
る
に
至
つ

犯
の
は
、
印
刷
〈
陶
斗
の
著
「
完
全
な
る
商
人
」
(
「
内
司
里
町
広
円

宮
内
問
。
の
印
刷
己
)
の
翻
揮
を
通
じ
て
u
y

あ
る
ご
稀
せ
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
迂
)

(
駐
)
云
R
-
m
E
は
、
出
O
M
明
白
ニ
町
宮
内
崎
が
共
著
に
於
て
リ
オ
ン
山

市
に
時
て
は
商
人
出
貨
幣
て
宜
捕
E
な
さ
ず
し
て
、
共
債
務
を
山
首
済
す

る
と
と
が
習
叫
て
あ
る
と
い
っ
て
ゐ
る
ζ

と
を
事
げ
た
る
後
に
於
て
、

「
倫
設
の
手
形
交
換
所
付
、
リ
オ
ン
山
商
人
心
此
習
慣
と
同

r勤
め
を

銀
行
家
に
封
L
τ
行
ふ
た
め
に
設
立
ぜ
ら
れ
た
」
と
越
〈
、

B
ワ
「
此

w't羽
y
白
習
引
は
十
六
世
組
に
拍
ま
っ
た
も
四
と
信
ず
る
」
ー
と
い
っ
た

の
で
る
る
が
、
品
問
L
阿
佐
に
左
椋
に
信
じ
企
か
の
根
城
に
就
て
は
械
は

遮
ベ
て
ゐ
な
い
。
鵠
る
に
円
畠
ー
ロ
は
一
論
文
に
於

τ此
事
を
指
摘
し
、

そ
れ
に
就
て
印
型
間
可
目
前
市
明
書
を
参
照
骨
子
と
い
ひ
、
少
L

(
リ司君

シ
由
市
白
事
を
記
し
て
ゐ
る
叫

印
仰
ぐ
一
首
可
白
「
完
全
な
る
商
人
」
が
欧
洲
の
晶
〈
山
岡
請
に
鋼
部
せ
ら

れ
る
ζ

と
に
依
て
ヲ
オ

y
o
市
山
習
慣
が
仰
?
り
れ
、
英
閣
の
手
形
交

換
所
由
制
度
白
手
本
と
な
る
に
韮
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
V

ふ
こ
と
は

c
u
Z
E
及
び
同
自
己
苫
】
ω
も
い
っ
て
ゐ
司
令

然
ら
ば
如
何
な
る
制
度
が

F
オ
ン
の
市
に
於
て
行
は

れ
工
ゐ
た
の
で
ゐ
る
か
、
な
は
そ
れ
を
、
幸
に

L
τ
見

印
里
見
て
の
著
書
(
第
七
版
、
千
七
百
十

出
し
得
た
る

R W.Earnett Cleannz-System(Palgrave-s DIetIonary of F011Heal 
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三
年
叫
に
依
っ
て
記
き
う
ご
思
ム
。
(
説
)

(
註
)
由
州
W
S
4
は
千
六
百
ニ
十
二
年
に
生
れ
千
六
百
丸
十
年
に
永

眠
し
た
@
最
初
は
商
人
で
あ
っ
て
後
に
岡
圭
白
所
有
地
内
徴
晴
請
負
人

と
な
っ
た
が
時
の
大
蔵
脚
司
E
S
Z
止
の
不
興
を
買
っ
て
其
職
世
辞
し

た
其
後
六
法
官
忠
岡
戸
一
お
刊
の
雌
護
に
依
て
、
商
業
法
規
改
革
審
議
曾

山
一
員
に
加
は
り
、
此
脅
に
い
於
て
重
弾
な
る
働
き
を
な
L
た
。
そ
れ
が

践
に
千
六
百
七
十
三
年
四
商
業
法
凪
は
「
問
者
釦
司
法
典
一

}ι
も
呼
ぽ
る

誌
に
軍
空
た
。
千
大
買
七
十
五
年
に
重
っ
て
ー
一
般
は
「
完
全
な
る
向
人
」
由

第
二
胞
を
出
L
た
が
此
書
ほ
彼
の
生
存
中
に
既
に
八
服
む
市
ね
た
。

比
書
は
い
は
ピ
商
人
た
る
も
O

L
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
例
を
書

い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
其
項
目
は
銀
行
、

n替
、
脅
枇
、
簿
記
法
、
手

形
、
作
柿
白
商
刷
引
等
に
及
ん
で
ゐ
る
。
其
第
一
巻
官
千
1

頁H
A告
明
白
た
加

τ第
ニ
笹
も
七
百
蝕
頁
に
謹
L
C
ゐ
る
。
此
書
白
害
か
れ
た
叫
は
恰
も

か

白

円

p《
》

封
如
冊
に
商
業
白
方
而
に
行
は
れ
て
ゐh
一た弘
h削

U

止右如る
F

ペ
き
貴
重
な
る
一

交
献

τあ
ら
う
.
主
介
と
』
思
は
れ
る
@
島

[1 

， 

? 

i、

柑

ノ

オ

y
は
十
嘗
時
、
欧
洲
骨
川
替
取
引
の
一
つ
の
中
心
地

ru
ゐ
っ
た
が
、
共
廃
じ
一
年
四
回
の
市
が
あ
っ
た
9
すむ

し
て
其
市
は
日
し
れ
一

yyω
ご
呼
ば
れ
た
o

そ
れ
は
卸
ち

阿

h
唱
畑
山
、
何
百
里
見
且

g
同。一切畑

FOHUhqoEB同丘
m
w
z
z呂、

戸
内
宮
3
B
E同
且
・
〉
。

E
F
F
m
宮
司
自
国
内
民
含
叶

E
曲。

雑

E
E
ω

の
四
つ
で
ゐ
っ
て
、
三
月
、
六
月
、
九
月
、
十
二

月
の
各
一
日
に
初
ま
っ
て
何
れ
も
其
月
中
存
続
す
る
も

の
で
あ
る
。
リ
才
ン
の
銀
行
家
及
び
商
人
は
、
此
ベ
イ

1
7
ン
に
於

τ、
欧
洲
の
諸
地
方
か
ら
振
宛
て

τ迭
何

百
れ
瓦
此

ω
・ヘイ

1
マ
ン
に
於
て
支
抑
は
る
べ
き
錫
替

手
形
の
引
受
及
訟
支
抑
ef
互
に
行
よ
の
で
あ
る
が
、

共
方
法
を
見
る
ご
誠
に
域
歎
す
ぺ
き
も
の
が
ゐ
る
さ

印
告
と
可
は
い
っ
て
ゐ
る
o

査
し
時
さ
し
て
は
百
高

y
1

グ

V
(
-
Z
2
)
の
令
傾
が
一
文
の
現
金
の
授
受
を
も
な

き
ゃ
，
し
て
僅
か
ニ
三
時
聞
の
聞
に
支
搬
は
れ
る
炉
ら
で

ゐ
る
。品

問
ゆ
・
へ
司
イ

I
マ
ン
は
前
記

ω四
つ
の
月

ω各
の
、
祭

日
で
な
い
ご
こ
ん
の
初
日
の
午
后
二
時
に
、

9
オ
Y

の

市
民
何
百
円
恥
〈
O
門
品
目
冨

R
n
y
E含
)
(
若
し
市
長
欠
席
の
時

は
最
故
参
の
一
審
事
曾
員
(
同

ηFZ=))
立
曾
の
下
に
、
リ

オ

y

の
主
な
る
商
人
(
仰
凶
人
及
び
外
凶
人
)
の
品
目
合
に

よ
っ

τ開
始
せ
ら
れ
る
o
そ
し
て
次
の
如
き
順
序
に
従

っ
て
行
は
れ
る
。

引
受
十
日

H
先
ヴ
第
一
に
行
は
れ
る
も
の
は
、
ペ
イ

1

7
y
に
於
て
支
梯
は
る
ぺ
缶
震
替
手
形
の
引
受
で
あ
う

第
二
十
一
番

錨

手
形
交
換
制
度
m
v
先
聞
と
し

t
Rり
オ

ν市
町
井
イ

1
呪

Y

r-

(
弟
二
批

一二一一五)

-J戸、

C. A. .Co!l~nt~op. ciL. p. 240; G. FranCois. Cleari-ng-Hause (La Grand 
Engclopedic To'lne. XI.' p. 6 [ 1) 

8) J. Sぇvary，Le parfait Negoc旧 nt，アe，tTOlJle I..}7I3 p.p. _2~ .1 '255 
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l

l

h

;

l

i

l

i

-

-

雑

録

手
形
交
換
制
度
自
先
踊
止
し
て
の
リ
オ
シ
白
.
へ
イ
1
7
y

て
-
ニ
れ
が
其
月
の
第
六
日
中
迄
継
続
す
る
。
そ
し

τ

其
日
が
終
つ

τ後
に
手
形
の
所
持
人
は
其
月
中
に
引
受

が
な
か
っ
た
場
合
に
拒
絶
経
書
を
作
成
せ
し
む
る
事
が

出
来
る
の
で
あ
る
o
此
手
形
の
引
受
は
普
は
翠
に
口
頭

で
ゐ
つ

τ記
書
で
は
な
か
っ
た
。
然

L
銀
行
家
及
び
商

人
は
此
曾
合
の
場
所
へ

E
E
ι
E
R
E
-
R
E
E
己
都

す
る
一
つ
の
小
帳
簿
を
持
っ
て
行
き
其
帳
簿
ヘ
、
彼
等

仁
宛

τ、
振
曲
さ
れ
た
震
替
手
形
及
び
手
形
の
所
持
人

が
彼
等
に
呈
示
し
た
錦
替
手
形
を
す
べ
て
書
入
れ
た
。

そ
し

τ其
引
受
己
い
ふ
の
は
其
帳
簿
に
記
入
し
た
手
形

の
傍
に
一
の
十
字
形
を
書
入
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も

の
で
、
是
が
引
受
ら
れ
た
E

V
ふ
こ
E
を
意
味
し
た
の

で
あ
っ
た
。
然
し
若
し
彼
等
が
手
形
を
引
受
る
か
沓
か

eg
決
定

t
ょ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
或
は
V
の
字
を
書

入
れ

1
1是
は
欲
す
る
事
を
意
味
す
る
|
|
或
は
引
受

を
欲
せ
な
い
日
ら
ば
訂
正
書
入
れ
た

1
1是
は

8
5

官
。
宮
内
郎
も
手
形
の
所
持
人
が
手
形
の
支
梯
期
限
が
過

ぎ
た
後
に
・
翌
月
の
第
三
日
迄
の
三
日
以
内
に
短
絡
諮

書
を
作
成
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ

た
。
然

L
P
E
q
の
時
に
は
、
引
受
は
千
六
百
六
十

J1 

4jilt 

第
ニ
寸
一
世

(
第
二
娘
一
三
大

八
位唱

七
年
六
月
の
法
規

(
O
E
S
Eロ
日
)
第
三
僚
に
従

τ記
者

に
依
る
こ
さ
に
な
っ
て
ゐ
た
。

潟
替
相
場
建
H
H
H
次
に
其
月
の
第
三
日
に
は
外
国
ご

の
活
替
相
場
を
建
て
る
、
其
時
に
は
亦
、
市
長
の
立
曾

の
下
に
曾
合
を
行
ふ
o

貸
借
簿
へ
の
記
入
及
振
替
決
済
H
H
H
次
に
其
月
の
一
第

六
日
に
は
貸
借
篠
宮

-E)
へ
の
記
入
及
び
振
替
決
済
が

行
は
れ
、
其
月
の
長
絡
日
中
迄
継
暗
闘
す
る
。
そ
し
て
其
日

が
過
ぎ
て
後
は
最
早
何
等
吋
記
帳
も
振
替
決
携
を
も
行

は
な
い
、
般
A
T
行
は
れ
て
も
そ
れ
は
法
規
仁
従
っ
て
無

数
で
あ
ら
う
正
彼
は
遁
吋
て
ゐ
る
o

そ
し
て
比
記
帳
及

び
振
替
決
済
を
な
す
た
め
に
商
人
は
、
ペ
イ
!
?
ン
の

時
期
の
閥
、
午
前
十
時
に
曾
合
の
場
所
た
る

]EQ聞
の
庁

舎
包
問
。
仁
入
h
同
十
一
時
宇
に
其
蕗
を
出
品
、
此
時
間

後
は
肢
早
記
帳
も
振
替
決
済
も
行
は
れ
広
い
。
而
し

τ

此
記
帳
及
ぴ
振
替
決
済

ω方
法
は
究
の
如
〈
で
め
る
。

銀
行
家
及
び
商
人
は
曾
合
内
場
所
に
於

τ彼
等
の
貸

一
備
簿
に
、
共
貸
し
に
な
っ
て
ゐ
る
も
の
を
一
方
の
側
に

廿
先
借
り
に
な
っ

τゐ
る
も
の
を
他
方
の
側
仁
書
入
れ

る
。
そ
し
て
彼
等
は
互
に
共
借
h
に
な
っ
て
ゐ
る
者
ご

明争時伸明制印刷内<-~.-" 



相
謝
し
て
貸
借
の
振
替
を
な
し
結
局
の
債
務
者
を
定
め

て
そ
れ
を
彼
等

ω貸
借
簿
に
互
に
書
入
れ
る
。
そ
し
て

間
も
な
く
貸
借
は
振
替
決
済
せ
ら
れ
た
も
の
ご
看
倣
さ

れ
、
後
に
残
る
も
の
は
引
受
を
し
た
者
の
危
険
の
み
Z

な
る
。
斯
様
に
し
て
ペ
イ
!
?
y
は
行
は
れ
、
共
月
の

鯵
り
に
な
っ
て
、
貸
よ
h
も
借
h
の
多
h
v

者
は
共
債
務

を
手
形
の
所
持
人
に
現
金
で
支
扮
ふ
こ
正
に
成
品
。
次

に
此
ぺ

4
1
7
ン
仁
於
て
支
排
は
る
べ
き
引
受
り
ら
れ

た
潟
替
手
形
で
、
此
ベ
イ

1
7
V
の
聞
に
其
月
の
最
終

日
中
迄
に
支
輔
酬
は
れ
な
か
っ
た
も
の
は
、
次
の
三
日
内

に
拒
絶
詮
書
を
作
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
此
三

日
の
中
に
は
祭
日
は
包
会
口
せ
ら
れ
な
い
。

欠
席
者
に
劃
す
る
制
裁
U
U
い
つ
も
、
此
曾
合
の
場

所
で
貸
借
簿
に
記
入
を
す
る
銀
行
家
叉
は
商
人
或
は
其

代
人
が
此
ベ
イ

1
7
ン
の
閥
に
京
市
な
い
な
ら
ば
、
其
者

は
破
産
を
し
た
者
ど
看
倣
S
れ
る
。
そ
れ
で
印
里
民
可

は
世
界
中
に
於
て

F
オ
ン
に
於
げ
る
税
容
易
に
、
商
人

が
其
財
産
を
飾
つ
虞
は
他
に
は
無
い
、
然
し
叉
、
よ
り

以
上
に
正
確
に
支
抽
酬
を
す
る
慮
も
処
に
は
無
い
、
蓋
し

一
日
で
も
遅
滞
す
る
正
彼
等
の
信
用
を
失
は

L
め
彼
等

雑

錯

手
形
目
究
換
刷
庭
的
先
駆
止

L
て
り
オ
シ
の
ペ
イ

1
マ
ン

を
破
産
せ

L
む
る
か
ら
で
あ
る
ピ
レ
っ
て
ゐ
る
c

筒
、
新
か
る
振
替
決
済
の
方
法
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の

は
仰
闘
に
於
て
も
常
時
凶
/
オ
ン
ど
り
で
ゐ
つ

τ、
他
の

巴
皇
、
ッ

l
p
、

P
1
エ
ン
の
一
如
き
都
市
で
は
錦
替
手

形
の
寅
買
、
引
受
、
支
梯
は
勿
論
行
は
れ
て
ゐ
柁
が
其

方
法
が
岡
一
で
は
な
〈
一
定
の
ペ
イ
!
?
ン
も
な
〈
、

従
っ

τ
y才
ン
の
如
き
振
替
決
携
は
行
は
れ

τゐ
な
か

っ
た
こ
ご
を
彼
は
付
記

L
て
ゐ
る
。
そ

Lτ
リ
オ
ン
は

千
六
百
七
十
三
年
三
月
の
法
規
じ
従
っ
て
、
他
の
都
市

の
有
せ
ざ
る
特
備
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
o

-
Z
 

以
上
記
す
る
言
こ
ろ
に
依
て
、
9
オ
ン
の
ベ
イ
!
?

y
は
、
今
日
の
如
〈
日
々
手
形
交
換
を
し
た
も
の
で
は

な
〈
一
定
の
時
期
に
限
ら
れ
て
居
b
、
又
銀
行
家
の
み

が
参
加
し
た
も
の
で
も
な
〈
、
夏
に
其
決
憐
方
法
に
於

て
も
今
日
正
異
る
ご
・
』
ろ
は
あ
る
が
、
然
し
阪
に
、
多

〈
の
手
形
償
植
者
ご
手
形
債
務
者
正
が
一
定
の
場
所
仁

集
っ
て
一
定
時
間
内
に
相
互
の
債
権
債
務
を
帳
簿
上
に

於
て
決
済
し
、
結
局
の
バ
ラ
ン
ス
の
み
を
現
金
で
授
受

し
た
ご
い
ふ
勤
に
於

τ、
近
世
の

T
形
交
換
所
の
制
度

(
停
ニ
貌
二
ニ
七
)
一
一
λ
五

第
二
十
一
幸


